
No. 質問内容 回答（案） 参考
1 ネーミングライツでの愛称は，各種イ

ベント等で使用される場合，必ずポス
ター・チラシ等に記載していただける
のでしょうか。

　市及び指定管理者が主催するイベン
トのポスター・チラシについては，愛
称を使用していきます。ただし，愛称
決定時点で既に作成・使用しているポ
スター・チラシについては，引き続き
使用するものとします。
　また，それ以外の主催者のイベント
については，愛称の使用を促します。

・ひたちなか市ネーミ
ングライツに関するガ
イドラインP6「５ 導
入に伴う費用負担」

・ネーミングライツ・
パートナー募集要項
P5「11 ネーミングラ
イツ・パートナーとの
契約　（２）費用負
担」

2 契約年数内でネーミングライツの愛称
変更は可能でしょうか。

　市民等の混乱を避けるため，原則と
して契約期間中における愛称の変更は
できません。ただし，社名変更等のや
むを得ない理由がある場合には，市と
協議の上，双方の合意をもって変更で
きるものとします。

・ひたちなか市ネーミ
ングライツに関するガ
イドラインP2～4「３
ネーミングライツ・
パートナーの募集
（４）募集条件　ウ愛
称の条件（ウ）愛称の
変更」

3 看板設置費用はどちらが負担するもの
でしょうか。既存の看板と新設の看板
それぞれに対し教えていただきたいで
す。

　既存看板等の書き換えや看板の新設
に要する費用は，ネーミングライツ・
パートナーのご負担となります。
　また，契約期間終了後は，愛称使用
前の状態に戻すこととし，その費用に
ついてもネーミングライツ・パート
ナーのご負担となります。

・ひたちなか市ネーミ
ングライツに関するガ
イドラインP6「５導入
に伴う費用負担表」

4 主に親水性中央公園等）市内各所にあ
る地図などはどの程度名称変更されま
すでしょうか。

　愛称は，原則として，市又は指定管
理者が新たに作成する印刷物（地図，
広報，イベントチラシ等）及びホーム
ページにおいて使用します。ただし，
愛称決定時点で既に作成・使用してい
る印刷物については，引き続き使用す
るものとします。
　また，案内図等の看板の変更につい
ては，優先交渉権者決定後に行う詳細
協議において，協議・検討します。道
路標識（いわゆる青看板等）の変更に
ついては，質問７への回答をご参照く
ださい。
　なお，既存看板及び標識の書き換え
に要する費用については，ネーミング
ライツ・パートナーのご負担となりま
す。

・ひたちなか市ネーミ
ングライツに関するガ
イドラインP6「５ 導
入に伴う費用負担」

・ネーミングライツ・
パートナー募集要項
P5「11 ネーミングラ
イツ・パートナーとの
契約　（２）費用負
担」

ひたちなか市ネーミングライツ・パートナー公募（令和7年11月公募）
質問に対する回答
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5 ネーミングライツ・パートナーになっ
た後に当該施設等を使用する場合，な
にか優遇などはありますか。

　優先交渉権者決定後に行う詳細協議
において，関係法令及び施設の管理方
針等を踏まえ，協議・検討します。

6 親水性中央公園について）ネーミング
ライツ・パートナー締結後，遊具など
の設置は可能でしょうか。

　親水性中央公園は，平常時には河川
敷を活用した公園として利用されてい
ますが，大雨時には洪水を防止するダ
ムとしての機能も担っています。この
ため，特に中丸川河川区域（県有地）
における遊具の設置は想定しておりま
せん。
　一方，河川区域以外の高台部分（市
有地）については，優先交渉権者から
の提案内容に応じて，協議を行うこと
は可能です。
　なお，新たな設置物を設ける場合に
は，設置及び撤去費，契約期間中の維
持管理費については，ネーミングライ
ツ・パートナーのご負担となります。

別添・親水性中央公園
パンフレット

7 施設への道順を案内する道路標識（青
看板等）の設置は別途可能でしょう
か。その際にかかる費用等はどちらが
負担するものでしょうか。

　施設への道順を案内する道路標識
（いわゆる青看板等）につきまして
は，国道・県道・市道など，道路の種
別により道路管理者が異なります。こ
のため，既存標識の書き換えや新たな
標識の設置の可否については，各道路
管理者との協議により判断されること
となります。
　また，新たな標識の設置に当たって
は，屋外広告物条例や道路法第32条
（占用許可）等の関係法令を遵守して
いただく必要があります。
　なお，既存標識の書き換えや新設，
撤去および契約期間中の維持管理に要
する費用につきましては，ネーミング
ライツ・パートナーのご負担となりま
す。
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